
　その一

　何年何月何日

　執  　　　行
何　 　選 挙 選　　　挙 録 何選挙会

１ 選 挙 会 開 設 場 所 都（何道府県）庁（何市（区）役所）（何町村役場）（何の場所）

２ 選 挙 立 会 人
候補者届出
政党

左記以外の
党派 氏 　　名 参会又は選任時刻 辞職の時刻及び事由

午前（後）何時何分
事由　　　何々

　
候補者の届出による
者

　
候補者届出政党の届
出による者

　選挙長の選任した者

３ 選 挙 会 開 閉 時 刻 何年何月何日午前（後）何時何分開会　　　　何年何月何日午前（後）何時何分閉会

４ 選 挙 の 結 果

無 効 投 票     
　投　票　の　内　訳 　投票総数 　有効投票

無効投票率 　％

　
当選人及びその他の
候補者の得票総数

氏 名 性別
候補者届出
政党

左記以外の
党派

得 票 総 数 年齢 職 業 供託物没収関係

当 選　　　人

　
法定得票数及び没収
点

　公職選挙法第95条に規定する得票数
　公職選挙法第93条に規定する得票数

氏 　名 事 　由

５
当選人となるべき候
補者で当選人の決定
を受けなかつたもの

６ 選挙会事務従事者 　総数　　何人　　内

１　都道府県選挙管理委員会書記 何人

２　都道府県の職員　 何人

３　その他の者 何人

　　何年何月何日調製

　選挙長（職）　　　氏　　　　　　　名

　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

　選挙立会人　　 　　氏　 　名

　選挙立会人　　 　　氏　 　名

　選挙立会人　　 　　氏　 　名

　備考

１　この様式は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の場合の様式である。

２　「候補者届出政党」欄には候補者届出政党の名称を記載するものとし、「左記以外の党派」欄には候補者届出政党以外の政党その

他の政治団体の名称を記載するものとする。

３　当選人及びその他の候補者の氏名は、得票の多数の者から順次記載するものとする。

４　この様式に掲げる事項のほか、選挙長において、選挙会に関し緊要と認める事項があるときは、これを記載しなければならない。

この場合においては、補助用紙を用いることができる。



　その二

　何年何月何日

　執　　　　行
何　　　選 挙　　　選 挙 録　 　　何選挙会

１ 選 挙 会 開 設 場 所 何　の　場　所

２ 選 挙 立 会 人 党 派 氏 名 参会又は選任時刻 辞職の時刻及び事由

午前（後）何時何分
事由　　　何々　届 出 に よ る 者       

　選挙長の選任した者

３ 選 挙 会 開 閉 時 刻 何年何月何日午前（後）何時何分開会　　　　何年何月何日午前（後）何時何分閉会

４ 選 挙 の 結 果

無効投票
　投　票　の　内 訳 　投票総数 　有効投票

無効投票率 　　％

当 　　選 　　人衆議院名簿届
出政党等の名
称

得 票 総 数
衆議院名簿登
載者の数

当 選 人 の 数
氏 名 性別 年齢 職 業

　

衆議院名簿届出政党
等に係る得票総数並
びに当選人の数及び
当選人



衆議院名
簿届出政
党等の名
称

法第92条
第２項の
供託物の
額

( )Ａ

衆議院名簿登
載者のうち当
該選挙と同時
に行われた小
選挙区選出議
員の選挙の当
選人とされた
者の数 ( )Ｂ

3 0 0万円
×( )Ｂ＝( )Ｃ

衆議院名簿
届出政党等
に係る当選
人の数に２
を乗じて得
た数　　( )Ｄ

6 0 0万円
×( )Ｄ＝( )Ｅ

(   )Ｃ＋ (   )Ｅ＝
(  )Ｆ 法第9 4条第１

項の規定により
国庫に帰属する
ものとされる供
託物の額
(  )Ａ－(  )Ｆ＝(  )Ｇ

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

　
衆議院名簿届出政党
等の供託物没収関係

円 円 円 円 円

氏 　名 事 　由

５
当選人となるべき候
補者で当選人の決定
を受けなかつたもの

６ 選挙会事務従事者 総数 　何人 　内
１　総務省の職員　　 何人
２　その他の者 何人

　何年何月何日調製
選挙長（職）　　　氏　　　　　　　　名

　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。
選挙立会人　 　氏　 　名
選挙立会人　 　氏　 　名
選挙立会人　 　氏　 　名

　備考
１　この様式は、衆議院比例代表選出議員の選挙の場合の様式である。
２　衆議院名簿届出政党等の名称は、得票の多数の者から順次記載するものとする。
３　衆議院名簿登載者の数は、法第86条の２第１項の規定による届出のときにおける衆議院名簿登載者の数を記載するものとする。
４　当選人を決定する場合における当選人となるべき順位等については、添付書類に記載するものとする。
５　選挙分会録は、この様式に準じて選挙分会長が調製するものとする。
６　この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考４に準ずる。



 何年何月何日

 執　　　  行　

１

２

３

４

何年何月何日調製

選挙長（職）

　　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

選挙立会人

選挙立会人

選挙立会人

備考

１ この様式は、参議院比例代表選出議員の選挙の場合の様式である。

２ 参議院名簿届出政党等の名称は、得票の多数のものから順次記載するものとする。

３ 参議院名簿登載者の数は、法第86条の３第１項の規定による届出のときにおける参議院名簿登載者の数を記載するものとする。

４ 当選人を決定する場合における当選人となるべき順位等については、添付書類に記載するものとする。

５ 選挙分会録は、この様式に準じて選挙分会長が調製するものとする。

６ この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考４に準ずる。

（添付書類）

備考 優先的に当選人となるべき候補者については、「優先的に当選人となるべき候補者」欄に「該当」を記入し、「得票数」欄は「－」を記入すること。

選 挙 会 開 設 場 所

選 挙 立 会 人

届 出 に よ る 者

選 挙 長 の 選 任 し た 者

選 挙 会 開 閉 時 刻

選 挙 の 結 果

投 票 の 内 訳

参 議 院 名 簿 届 出 政 党
等 に 係 る 得 票 総 数 並
び に 当 選 人 の 数 及 び
当 選 人 ----------------

参 議 院 名 簿 届 出 政 党
等 の 供 託 物 没 収 関 係

当 選 人 と な る べ き 候
補 者 で 当 選 人 の 決 定
を 受 け な か つ た も の

選 挙 会 事 務 従 事 者

参 議 院 名 簿 届 出 政 党 等 の名 称 得 票 総 数

当選人となるべき順位
優先的に当選人となるべ

き候補者

うち各参議院名簿
登載者（優先的に
当選人となるべき
候補者を除く）の
得票総数

うち左記を除く参議
院名簿届出政党等の
得票数（法第６８条
の３の規定により参
議院名簿届出政党等
の有効投票とみなさ
れた投票を含む）

うち参議院名簿
届出政党等の名
称又は略称

うち法第６８条
の３の規定によ
り参議院名簿届
出政党等の有効
投票とみなされ
た投票

当選人の数の２倍に相当
する順位までにあるもの

得 票 数 当 落参議院名簿登載者の氏名

何選挙会何 選 挙 選 挙 録

当選人の数

　氏　　　　　　　名

　氏 名

　氏 名

　氏 名

総数 内
１

２

総 務 省 の 職 員

そ の 他 の 者

無効投票

無効投票率

何人

何人
何人

氏 名 事 由

600万円×(Ｄ)＝(Ｅ)参 議 院 名 簿 届
出 政 党 等 の 名
称------------

参 議 院 名 簿 届出 政
党 等 に 係る 当 選 人 の

数(Ａ)               -

(Ａ)×２＝(Ｂ) 参 議 院 名 簿 登
載 者 の 数　(Ｃ)

(Ｃ)－(Ｂ)＝(Ｄ)

参 議 院 名 簿 届
出 政 党 等 の 名
称------------

得  票  総  数
参 議 院 名 簿 登
載 者 の 数-----

当 選 人 の 数
当 選 人

性 別 年 齢 職　業氏　　名

何年何月何日午前（後）何時何分開会　　　　何年何月何日午前（後）何時何分閉会

投票総数
％

(3)

５

６

(1)

(2)

(1)

(2)

何　の　場　所

有効投票

辞職の時刻及び事由党 派 氏 名 参会又は選任時刻

午前（後）何時何分
事由 何々

その三



　その四

　何年何月何日

　執　 行
何　 　選 挙 選　　　挙 録 何選挙会

１ 選 挙 会 開 設 場 所 都（何道府県）庁（何市区役所）（何町村役場）（何の場所）

２ 選 挙 立 会 人 党 派 氏 名 参会又は選任時刻 辞職の時刻及び事由

午前（後）　何時何分
事由　　　　何　届 出 に よ る 者       

　選挙長の選任した者

３ 選 挙 会 開 閉 時 刻 何年何月何日午前（後）何時何分開会　　　　何年何月何日午前（後）何時何分閉会

４ 選 挙 の 結 果

無 効 投 票     
　投　票　の　内 訳 　投票総数 　有効投票

無効投票率　　 　　％

　
当選人及びその他の
候補者の得票総数 氏 　 名 性別 党 派 得 票　総　数 年齢 職　　業 供託物没収関係

当 選　　　人

当 選　　　人



　
法定得票数及び没収
点

公職選挙法第95条に規定する得票数
公職選挙法第93条に規定する得票数

氏 　名 事 由

５
当選人となるべき候
補者で当選人の決定
を受けなかつたもの

６ 選挙会事務従事者

　総数　　何人　　内 １　市区町村選挙管理委員会書記 何人

２　市区町村の職員　 何人

３　その他の者　　 何人

　　何年何月何日調製

選挙長　　　　（職）　　　氏　　　　　　　名

　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

　選挙立会人　　 　　氏　 　名

　選挙立会人　　 　　氏　 　名

　選挙立会人　　 　　氏　 　名

　備考

１　この様式は、衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の場合の様式である。

２　当選人及びその他の候補者の氏名の記載については、その一の備考３に準ずる。

３　参議院合同選挙区選挙の選挙分会録は、この様式に準じて選挙分会長が調製するものとする。

４　この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考４に準ずる。



　その五

何年何月何日　　
何　 　選　　　挙 選　 　挙 録　　 何選挙会

１ 選 挙 会 開 設 場 所 何市（区）役所（何町村役場）（何の場所）
２ 選 挙 立 会 人 候補者届出政党 左記以外の党派 氏 名 参会又は選任時刻 辞職の時刻及び事由

午前（後）　　何時何分
事由 何々 候補者の届出による者


候補者届出政党の届出
による者

 選挙長の選任した者

３ 選 挙 会 開 閉 時 刻 何年何月何日午前（後）何時何分開始 何年何月何日午前（後）何時何分閉鎖

４
拒否の決定等を受けた
投票

受 理 不 受 理

５ 開 票 の 結 果

　無 効 投 票     
 投 票 の 内 訳

投票総数 有効投票

　無効投票率 　　％

法第68条の２第１項以外の投票 票

同条第１項の同一の氏名、氏又は名のみを記
載したもの

票

氏名を記載したもの｛（氏名） 票
（氏名） 票

氏を記載したもの　｛（氏） 票
（氏） 票

名を記載したもの　｛（名） 票
（名） 票

そ　の　他 ｛（ ） 票
（ ） 票

あん分したものの総数 票

候 補 者 氏 名
あん分の基礎となつた
得票数

票 氏 名 氏 名 そ　の　他同条第４項により当
該候補者にあん分し
たもの

い ず れ の 候 補 者 に も 属 し な い も の 票

 有 効 投 票 の 内 訳

備 考

執 行　　



所定の用紙を用いな
いもの

候補者でない者又は候補
者となることができない
者の氏名を記載したもの

候補者届出政党の届出要件に該当していなかつた政党その他の政治団体の
届出に係る候補者、除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に
所属する者でなくなつた旨の届出がされた候補者又は候補者届出政党が一
の選挙区において重ねて届け出た候補者の氏名を記載したもの

２人以上の候補者
の氏名を記載した
もの

被選挙権のない
候補者の氏名を
記載したもの

候補者の氏名の
ほか、他事を記
載したもの

候補者の氏名を
自書しないもの

候補者の何人を
記載したかを確
認し難いもの

白 紙 投 票
単に雑事を記載
したもの

単に記号、符号
を記載したもの

 無 効 投 票 の 内 訳

 点 字 投 票 票

６ 選 挙 の 結 果


当選人及びその他の候
補者の得票総数

氏 名 性 別 候補者届出政党 左記以外の党派 得 票 総 数 年 齢 職 業 供 託 物 没 収 関 係

当 選 人

 法定得票数及び没収点
　公職選挙法第95条に規定する得票数
　公職選挙法第93条に規定する得票数
氏 名 事 由

７
当選人となるべき候補
者で当選人の決定を受
けなかつたもの

８ 選 挙 会 事 務 従 事 者 総数何人内
１　都道府県選挙管理委員会書記 何人
２　都道府県の職員 何人
３　その他の者 何人

何年何月何日調製
選　挙　長（職）　　 氏　 　　名　

　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

選挙立会人　　 氏　　 名

選挙立会人　　 氏　　 名

選挙立会人　　 氏　　 名

　備考

１　この様式は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の場合において、開票の事務を選挙会の事務に併せて行うときの様式である。

２　「候補者届出政党」欄及び「左記以外の党派」欄の記載並びに当選人及びその他の候補者の氏名の記載については、その一の備考

２及び３に準ずる。

３　この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考４に準ずる。



　その六
　何年何月何日
　執 行 何　　　選 挙　　　選 挙 録 何選挙会

１選 挙 会 開 設 場 所 何市（区）役所（何町村役場）　　 （何の場所）

２選 挙 立 会 人 党　 　 派 氏　 　 名 参会又は選任時刻 辞職の時刻及び事由

届 出 に よ る 者
午前（後）　何時何分
事由　　　 何

選挙長の選任した者

３選 挙 会 開 閉 時 刻
何年何月何日午前（後）
何時何分開会

何年何月何日午前（後）
何時何分閉会

４拒否の決定等を受けた投
票

受 理 不 受 理

５開 票 の 結 果

投 票 の 内 訳 投票総数 有効投票 無効投票

無効投票率 　％

有 効 投 票 の 内 訳
法第68条の２第１項以外
の投票 票

同条第１項の同一の氏
名、氏又は名のみを記載
したもの

票

氏名を記載したもの｛（氏名）（氏名）
票
票

氏を記載したもの         ｛（氏）（氏）
票
票

名を記載したもの         ｛（名）（名）
票
票

そ の　　　他｛（  ）（  ）
票
票

あん分したもの
の総数

票

候 補 者 氏 名
あん分の基礎と
なつた得票数 票 氏 名 氏 名 そ の 他

同条第４
項により
当該候補
者にあん
分したも
の

いずれの
候補者に
も属しな
いもの

票

備 　　考

所定の用紙
を用いない
もの

候補者でない者又は候
補者となることができ
ない者の氏名を記載し
たもの

２人以上の候
補者の氏名を
記載したもの

被選挙権の
ない候補者
の氏名を記
載したもの

候補者の氏
名のほか、
他事を記載
したもの

候補者の氏
名を自書し
ないもの

候補者の何人を
記載したかを確
認し難いもの

白 紙 投 票 単に雑事を記
載したもの

単に記号、符
号を記載した
もの

無 効 投 票 の 内 訳

点 字 投 票 票



６選 挙 の 結 果

当選人及びその他の候
補者の得票総数 氏 　　名 性 別 党 派 得　票　総　数 年 齢 職 業 供託物没収関係

当 選 人

当 選 人

法定得票数及び没収点 　公職選挙法第95条に規定する得票数
　公職選挙法第93条に規定する得票数

７ 氏 　　名 事 　　由当選人となるべき候補者
で当選人の決定を受けな
かつたもの

８選 挙 会 事 務 従 事 者 総数　何人　内　１　市区町村選挙管理委員会書記 　　何人

　２　市区町村の職員　　 　　何人

　３　その他の者 　　何人

何年何月何日調製
　選挙長（職）　　氏　　　　　　　名

　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

　　選挙立会人　 氏　　 名

　選挙立会人　 氏　　 名

　　選挙立会人　 氏　　 名

　備考

　１　この様式は、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙において開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合の様式である。

　２　当選人及びその他の候補者の氏名の記載については、その一の備考３に準ずる。

　３　この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考４に準ずる。



その七
　何年何月何日
　執　　　　行
　

何　　　選 挙　　　選 挙 録 何選挙会

１選 挙 会 開 設 場 所 何市（区）役所（何町村役場）　（何の場所）

２選 挙 立 会 人 党 派 氏 　　名 参会又は選任時刻 辞職の時刻及び事由

届 出 に よ る 者
午前（後）　何時何分
事由　　　　何々

選挙長の選任し
た者　

３選 挙 会 開 閉 時 刻 何年何月何日午前（後）
何時何分開会　　　　　　　　　

何年何月何日午前（後）
何時何分閉会

４拒否の決定等を受
けた投票　　 受 理 不 受 理

５開 票 の 結 果

投 票 の 内 訳 投票総数 有効投票 無効投票

無効投票率　　 ％

記 号 式 投 票 票

法第68条の２第１項以外の投票 票


同条第１項の同一の氏名、氏又
は名のみを記載したもの 票

氏名を記載したもの｛（氏名）（氏名）
票
票

氏を記載したもの         ｛（氏）（氏）
票
票

名を記載したもの         ｛（名）（名）
票
票

そ　　　の　　　他｛（ ）（ ）
票
票

あん分したものの
総数 票

候 補 者 氏 名
あん分の基礎とな
つた得票数

票 氏 名 氏 名 そ の 他

期日前投票、不
在者投票及び点
字投票　

同条第４項
により当該
候補者にあ
ん分したも
の

いずれの候
補者にも属
しないもの

票　

有　

効　

投　

票　

の　

内　

訳

備 考



所定の用紙を
用いないもの

所定の○の記
号の記載方法
によらないも
の

候補者でない者又は候補者
となることができない者に
対して○の記号を記載した
もの

２人以上の
候補者に対
して○の記
号を記載し
たもの

被選挙権の
ない候補者
に対して○
の記号を記
載したもの

○の記号以
外の事項を
記載したも
の

○の記号を自
ら記載しない
もの



候補者のいず
れに対して○
の記号を記載
したかを確認
し難いもの

白 紙 投 票

記 号 式 投 票

所定の用紙を
用いないもの

候補者でない者又は候補者
となることができない者の
氏名を記載したもの

２人以上の候
補者の氏名を
記載したもの

被選挙権の
ない候補者
の氏名を記
載したもの

候補者の氏
名のほか、
他事を記載
したもの

候補者の氏
名を自書し
ないもの

候補者の何人
を記載したか
を確認し難い
もの

白 紙 投 票
単に雑事を記
載したもの

単に記号、符
号を記載した
もの

無　

効　

投　

票　

の　

内　

訳

期日前投票、不
在者投票及び点
字投票　

 点 字 投 票 票

６選 挙 の 結 果

当選人及びその
他の候補者の得
票総数　

氏　 　名 性 別 党 派 得 票 総 数 年 令 職 業 供 託 物 没 収 関 係

当 選 人

法定得票数及び
没収点　

　公職選挙法第95条に規定する得票数
　公職選挙法第93条に規定する得票数
氏 名 事 　由７当選人となるべき

候補者で当選人の
決定を受けなかつ
たもの

８選挙会事務従事者 総数　何人　内　１　市区町村選挙管理委員会書記 　何人
　２　市区町村の職員　　 　何人
　３　その他の者 　何人

何年何月何日調製
　選挙長（職）　　氏　　　　　　　名

　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。
　　選挙立会人　 氏　　 名
　　選挙立会人　 氏　　 名
　　選挙立会人　 氏　　 名

　備考
　１　この様式は、記号式投票による選挙の場合において、開票の事務を選挙会の事務に併せて行うときの様式である。
　２　当選人及びその他の候補者の氏名の記載については、その一の備考３に準ずる。
　３　この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考４に準ずる。



　その八

　何年何月何日

　執　　　　行 何　　　選 挙　　　選 挙 録 何選挙会

１ 選 挙 会 開 設 場 所 都（何道府県）庁（何市（区）役所）（何町村役場）（何の場所）

２ 選 挙 立 会 人
候補者届出
政 党

左記以外の
党 派 氏 名 参会又は選任時刻 辞職の時刻及び事由

午前（後）何時何分
事由　　　何々


候補者の届出による
者


候補者届出政党の届
出による者　　

選挙長の選任した者

３ 選 挙 会 開 閉 時 刻 何年何月何日午前（後）何時何分開会　　　　　何年何月何日午前（後）何時何分閉会

４ 無 投 票 の 事 由

５ 当選人及びその他の
候補者　

氏 名 性 別 候補者届出政党 左記以外の党派 年 齢 職 業

当 選 人

氏 　　名 事 由


当選人となるべき候
補者で当選人の決定
を受けなかつたもの

６ 選挙会事務従事者

　　１　都道府県選挙管理委員会書記 　何人

　総数　何人　内　２　都道府県の職員 　何人

　　３　その他の者 　何人

　　何年何月何日調製

選挙長（職）　　　 氏　　　　　　　名
　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

選挙立会人　 　氏　 名

選挙立会人　 　氏　 名

選挙立会人　 　氏　 名

　備考

　１　この様式は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の無投票当選の場合の様式である。

　２　無投票当選の事由及び当選人となるべき候補者で当選の決定を受けなかつたものに関する事由は、明確に記載するものとする。

　３　「候補者届出政党」欄及び「左記以外の党派」欄の記載については、その一の備考２に準ずる。

　４　この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考４に準ずる。



　その九
　何年何月何日
　執　　　　行 何　　　選 挙　　　選 挙 録 何選挙会

１ 選 挙 会 開 設 場 所 何　　 の　 場　　 所

２ 選 挙 立 会 人 党 派 氏 名 参会又は選任時刻 辞職の時刻及び事由

午前（後）何時何分
事由　　　何々

届 出 に よ る 者

選挙長の選任した者

３ 選 挙 会 開 閉 時 刻 何年何月何日午前（後）何時何分開会　　　　何年何月何日午前（後）何時何分閉会

４ 無 投 票 の 事 由

当 選　　 　人衆議院名簿届
出政党等の名
称

衆議院名簿
登載者の数

当選人の数
氏 名 性 別 年 齢 職 業

５
衆議院名簿届出政党等
に係る当選人の数及び
当選人



氏 名 事 由
６
当選人となるべき候
補者で当選人の決定
を受けなかつたもの

７ 選挙会事務従事者
　　１　総務省の職員　　 　何人

　総数　何人　内
　　２　その他の者      　 何人

　　何年何月何日調製

選挙長（職）　　　氏　　　　　　　名

　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

選挙立会人　 　氏　 名

選挙立会人　 　氏　 名

選挙立会人　 　氏　 名

　備考

　１　この様式は、衆議院比例代表選出議員の選挙の無投票当選の場合の様式である。

　２　無投票当選の事由及び当選人となるべき候補者で当選の決定を受けなかつたものに関する事由は、明確に記載するものとする。

　３　衆議院名簿登載者の数の記載については、その二の備考３に準ずる。

　４　当選人を決定する場合における当選人となるべき順位等については、添付書類に記載するものとする。

　５　この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考４に準ずる。



　（添付書類）

衆議院名簿届出

政党等の名称
当 選 人 の 数

衆議院名簿登載者で当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる

衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者に関する事項
衆議院名簿登

載者の氏名

法第86条の２第
１項（同条第９

項の規定による

届出をした場合

には同項）の規

定による届出の

ときにおける当

選人となるべき

順位

選挙会にお

いて当選人

を決定する

場合におけ

る当選人と

なるべき順

位

比例代表選

出議員の選

挙における

当落 小選挙区の

名称

小選挙区に

おける得票

数 (  )Ａ

当該小選挙

区における

供託物没収

点

当該小選挙

区の最多得

票者に係る

得票数　(  )Ｂ

得票数の当

該小選挙区

の最多得票

者に係る得

票数に対す

る割合
(  )Ａ／(  )Ｂ

小選挙区選

出議員の選

挙における

当落



　その十
何　　　選 挙　　　選 挙 録 何選挙会　何年何月何日

　執　　　　行

１ 選 挙 会 開 設 場 所 　何　　の　　場　　所

２ 選 挙 立 会 人 党 派 氏 名 参 会 又 は 選 任 時 刻 辞職の時刻及び事由

　午前（後）何時何分
　事由　　　何々

届 出 に よ る 者

選挙長の選任した者

３ 選 挙 会 開 閉 時 刻 何年何月何日午前（後）何時何分開会　　　　何年何月何日午前（後）何時何分閉会

４ 無 投 票 の 事 由

当 　　選 　　人参議院名簿届出政

党等の名称

参議院名簿登

載者の数
当 選 人 の 数

氏 名 性 別 年 齢 職 業

５

参議院名簿届出政党

等に係る当選人の数

及び当選人

氏 　　名 事 　　由

６

当選人となるべき候

補者で当選人の決定

を受けなかつたもの

７ 選挙会事務従事者
１　総務省の職員 何人

総数　何人　内
２　その他の者      　 何人

　　何年何月何日調製

選挙長（職）　　　 氏　　　　　　　名
　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

選挙立会人　 　氏　 名

選挙立会人　 　氏　 名

選挙立会人　 　氏　 名

　備考

　１　この様式は、参議院比例代表選出議員の選挙の無投票当選の場合の様式である。

　２　無投票当選の事由及び当選人となるべき候補者で当選人の決定を受けなかつたものに関する事由は、明確に記載するものとする。

　３　参議院名簿登載者の数の記載については、その三の備考３に準ずる。

　４　この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考４に準ずる。



　その十一

　何年何月何日

　執　　　　行 何 選 挙　　　選 挙 録 何選挙会

１選挙会開設場所 都（何道府県）庁（何市（区）役所）（何町村役場）　（何の場所）

２選 挙 立 会 人 党 派 氏 名 参会又は選任時刻 辞職の時刻及び事由


　午前（後）　 何時何分
　事由　 　　　何届出による者


選挙長の選任
した者

３選挙会開閉時刻
何年何月何日午前（後）何時何分開会
何年何月何日午前（後）何時何分閉会

４無 投 票 の 事 由

５
当選人及びその
他の候補者　　 氏 　名 性 別 党 派 年 齢 職 　業 備 　　考

当 選 人

氏 　名 事 　由当選人となる
べき候補者で
当選人の決定
を受けなかつ
たもの

６選挙会事務従事
者

総数　何人　内　１　市区町村選挙管理委員会書記 　何人

２　市区町村の職員 何人

　３　その他の者 　何人

何年何月何日調製

　選挙長（職）　　氏　　　　　　　名

　我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。

選挙立会人 　氏　 名

選挙立会人 　氏　 名

選挙立会人 　氏　 名

　備考

　　１　この様式は、衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の無投票当選の場合の様式である。

　２　無投票当選の事由及び当選人となるべき候補者で当選人の決定を受けなかつたものに関する事由は、明確に記載するものとする。

　３　この様式に掲げる事由のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考４に準ずる。
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